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(第
21
条
関
係
)

競
争
参
加
資
格
審
査
申
請
書
変
更
届
　
(物
品
製
造
等
)

　
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
衆
議
院
庶
務
部
会
計
課
長
　
殿
　
外
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿

　
参
議
院
庶
務
部
会
計
課
長
　
殿
　
財
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿

　
国
立
国
会
図
書
館
総
務
部
会
計
課
長
　
殿
　
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿

　
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
　
殿
　
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿

　
会
計
検
査
院
事
務
総
長
官
房
会
計
課
長
　
殿
　
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
経
理
課
長
　
殿

　
内
閣
府
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿
　
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿

　
総
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿
　
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿

　
法
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿
　
環
境
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
殿

業
者
コ
ー
ド

資
格
審
査
結
果
通
知
書
の
　
　
　
　
　
平
成
　
年
　
月
　
日

交
付
年
月
日

住
所
　
　
　
　
　
〒

商
号
又
は
名
称

代
表
者
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
下
記
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
届
け
ま
す
。

記
1　
変
更
内
容

変
更
項
目

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

　
　

　
　

「
商
号
又
は
名
称
」
及
び
「
代
表
者
名
」
を
変
更
す
る
場
合
は
フ
リ
ガ
ナ
を
付
す
る
こ
と
。

2　
変
更
項
目
に
係
る
添
付
書
類
名

記
載
要
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 ※
1　
　
　
 ※
2　
　
　
　
　
　
　
 ※
3　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
4

　
1　
「
変
更
項
目
」
欄
に
は
、
追
加
又
は
変
更
の
項
目
、
「
住
所
」
、
「
商
号
又
は
名
称
」
、
「
代
表
者
」
、
「
競
争
参
加
を
希
望
す
る
地
域
」
、
「
営
業
所
」
、
「
希
望
す
る
資

格
の
種
類
」
、
「
営
業
品
目
」
を
記
入
す
る
。

　
2　
変
更
項
目
に
係
る
添
付
書
類
は
、
資
格
決
定
通
知
書
(写
)と
※
1・
2・
3に
つ
い
て
は
、
登
記
簿
謄
本
(写
)(
法
人
に
限
る
)。
た
だ
し
、
個
人
の
場
合
は
、
変
更
項
目
が
確
認
で

き
る
書
類
(写
)と
す
る
。
ま
た
、
※
4に
お
い
て
、
「
物
品
の
製
造
」
を
追
加
す
る
場
合
は
、
直
近
の
財
務
諸
表
(写
)と
申
請
書
様
式
の
「
設
備
の
額
」
及
び
「
主
要
の
設
備
の

規
模
」
の
欄
と
同
様
の
記
載
を
し
た
適
宜
様
式
と
す
る
。

　
3　
本
様
式
に
収
ま
ら
な
い
場
合
に
は
、
裏
面
等
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
旨
を
本
様
式
の
欄
外
に
注
記
す
る
こ
と
。


